
京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例（令

和元年６月１１日京都市条例第   号）（都市計画局建築指導部建築指導課） 

 １ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）東九条西山王町地区地区計画の変

更により，東九条西山王町地区に係る地区整備計画が変更されたことに伴い，当該地

区内における建蔽率の最高限度を改めることとしました。 

 ２ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）京都競馬場地区地区計画の名称の

変更により，京都競馬場Ａ地区及び京都競馬場Ｂ地区の名称を改めることとしました。 

 ３ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）京都競馬場地区地区計画の変更に

より，淀娯楽・レクリエーションＡ地区に係る地区整備計画が変更されたことに伴い，

当該地区内における壁面の位置の制限を改めるとともに，建築物の用途の制限，建築

物の高さの最高限度及び建築物等の形態意匠の制限を定めることとしました。 

  この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は市規則で定める日から施行

することとしました。 
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 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を

公布する。 

  令和元年６月１１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

第１条 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第１３条各号列記以外の部分中「，別表第１」を「別表第１」に改め，「該当する区域」

の右に「，第４号に掲げる地区計画の区域にあっては同表淀娯楽・レクリエーションＡ

地区の項に該当する区域」を加え，同条に次の１号を加える。 

    京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）淀娯楽・レクリエーション地区

地区計画 

  別表第１京都競馬場Ａ地区の項中「京都競馬場Ａ地区」を「淀娯楽・レクリエーショ

ンＡ地区」に，「京都競馬場地区地区計画（以下「競馬場地区地区計画」という。）」を「淀

娯楽・レクリエーション地区地区計画（以下「淀娯楽・レクリエーション地区地区計画」

という。）」に改め，同表京都競馬場Ｂ地区の項中「京都競馬場Ｂ地区」を「淀娯楽・レ

クリエーションＢ地区」に，「競馬場地区地区計画」を「淀娯楽・レクリエーション地区

地区計画」に改める。 

  別表第２京都競馬場Ａ地区の項を次のように改める。 

淀娯楽・レ

クリエー

ションＡ

地区 

建築物の用

途の制限 

建築してはならない建築物 法別表第２（へ）項各号に掲

げる建築物以外の建築物。ただし，次に掲げる建築物につ

いては，この限りでない。 

  住宅 

  共同住宅，寄宿舎又は下宿 

  前２号の建築物に付属するもの 

  京都市娯楽・レクリエーション地区内における建築

物の制限の緩和に関する条例別表都市計画において淀

娯楽・レクリエーション地区第１種地区と定められた 
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   区域の項に規定する建築物に付属するもの 

 壁面の位置

の制限 

  敷地境界線（宇治川の境界線部分に限る。以下この号

において同じ。）までの距離の最低限度 ３メートル（地

階を除く階数が１の建築物であって，次のア及びイのい

ずれにも該当するものにあっては，１メートル） 

ア 当該建築物の全部を競馬の実施の用に供するもの

であること。 

 イ 当該建築物の部分のうち，敷地境界線までの距離が

３メートルに満たないものの水平投影の敷地境界線

に面する長さと当該建築物以外の建築物の部分のう

ち，敷地境界線までの距離が３メートルに満たないも

のの水平投影の敷地境界線に面する長さとを合計し

て得た数値を敷地境界線の長さで除して得た数値が

１０分の１以下であること。 

  敷地境界線（前号に規定するものを除き，地区境界線

上のものに限る。）までの距離の最低限度 ３メートル。

ただし，専ら歩行者の通行の用に供する公共用歩廊で，

地階を除く階数が２以下のものについては，この限りで

ない。 

 

 建築物の高

さの最高限

度 

  淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のう

ち，地区整備計画においてＡ－１区域として区分された

区域 ３５メートル 

  淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のう

ち，地区整備計画においてＡ－２区域として区分された

区域 ２０メートル 

  淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のう

ち，地区整備計画においてＡ－３区域として区分された 

  区域 １５メートル 

  淀娯楽・レクリエーション地区地区計画の区域のう

ち，地区整備計画においてＡ－４区域として区分された 



  区域 １０メートル 

  別表第２京都競馬場Ｂ地区の項中「京都競馬場Ｂ地区」を「淀娯楽・レクリエーショ

ンＢ地区」に改め，同表備考１６中「及び京都大学桂キャンパスＡ－２地区の項」を「，

京都大学桂キャンパスＡ－２地区の項」に改め，「京都大学桂キャンパスＢ－３地区の項

まで」の右に「及び淀娯楽・レクリエーションＡ地区の項」を，「部分に限る。）」の右に

「及び淀娯楽・レクリエーションＡ地区の項（建築物の高さの最高限度に関する部分の

うち第２号から第４号までに掲げる区域の部分に限る。）」を，「を除く。）」の右に「及び

淀娯楽・レクリエーションＡ地区の項（建築物の高さの最高限度に関する部分のうち第

１号に掲げる区域の部分に限る。）」を加える。 

第２条 京都市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第２東九条西山王町地区の項中 

 「    

 

１０分の８（角敷地等内にある建築物にあっては，１０

分の９）。ただし，法第５３条第５項各号（第１号にあっ

ては，同条第６項の規定により適用される場合を含む。）

のいずれかに該当するものについては，この限りでな

い。 

 を 

  
」

 

 「    

 

１０分の８（第1号又は第２号のいずれかに該当する建

築物にあっては１０分の９，第1号及び第２号に該当す

る建築物にあっては１０分の１０）。ただし，法第５３

条第６項各号（同項第１号にあっては，同条第７項の規

定により適用される場合を含む。）のいずれかに該当す

るものについては，この限りでない。 

  準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築

物等 

 に改め，同表備考１７ 

   角敷地等内にある建築物   

  」  
 中「１４」を「１６」に改め，同備考１７を同備考１９とし，同備考１６中「１４」を

「１６」に改め，同備考１６を同備考１８とし，同備考１５中「１４」を「１６」に改



め，同備考中１５を１７とし，１４を１６とし，１３を１５とし，１２を１４とし，１

１を１３とし，１０を１２とし，９を１１とし，８を１０とし，７を９とし，６を８と

し，５を７とし，４を６とし，３を５とし，２を４とし，１を３とし，同備考３の前に

次のように加える。 

１ 「耐火建築物等」とは，法第５３条第３項第１号イに規定する耐火建築物等を

いう。 

２ 「準耐火建築物等」とは，法第５３条第３項第１号ロに規定する準耐火建築物

等をいう。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は市規則で定める日から施行す

る。 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


